
排水設備申請の電子申請化に伴う変更

千葉市役所 下水道営業課
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はじめに

令和８年４月１日より、従来の窓口での申請に加えて、

「ちば電子申請サービス」を用いた電子での申請が開始されます。

い ま ま で こ れ か ら

申請方式 窓口申請のみ 窓口 ・電子どちらでも申請可能

対応時間 開庁時間のみ 電子申請なら24時間申請可能

来庁回数 １申請あたり３回～４回 来庁０回でも可能

検査連絡 電話による連絡 メールによる連絡
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公ますなし

公ますあり

公ますを設置してください

公ますなし

別紙を参照ください
受付

審査

通知文発行

要変更申請 変更届提出

図面修正なし

軽微変更 図面修正

検査予定作成

立会検査

受付

受付

検査可能

検査不可能

検済交付

現地調査 台帳確認 公ますあり

10日程度

工事施工

検査日受領

図面修正あり

申請提出

完了届提出

完了連絡

メールによる

検査日連絡

再調整依頼

副本返却

はじめに 4月からの新しい業務フロー（窓口）

指定工事業者 下水道営業課

排水設備新設等確認申請
（宅内申請）

排水設備新設等変更申請
（変更届）

公共下水道使用開始届・排水設備等工事完了届
（完了届・検査申込）
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はじめに 4月からの新しい業務フロー（電子）

指定工事業者 下水道営業課

電子申請

電子通知文システム返却

電子申請

システム通知

電子申請

メール連絡

2026/3/19

排水設備新設等変更申請
（変更届）

排水設備新設等確認申請
（宅内申請）

公共下水道使用開始届・排水設備等工事完了届
（完了届・検査申込）
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はじめに

そのため、紙・電子問わず手続きを一新します。

今回の電子申請化に伴って、様式をはじめとした

様々な見直しを行いました。

今回の改正は電子申請制度の新設のみならず、窓口申請の手続きについても

変更となるため、すべての指定工事業者の皆様が対象となります。

※ただし、旧様式については経過措置として一定の期間の間は利用できます。
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目次

2026/3/19

• 電子申請のやり方について （p.３７～p.５４）

• 完了届(検査申込)に関する変更点 （p.２９～p.３６）

• 変更届に関する変更点 （p.２４～p.２８）

• 宅内申請に関する変更点 （p.７～p.２３）
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宅内申請に関する変更点



排水設備等を新設しようとしたときは、その計画について市長の確認を受ける

必要があります。 （千葉市下水道条例第５条第１項）

宅内申請に関する主な変更点

新たに排水設備を新設しようとするときの申請が、変更となります。

※様式が変更となります。（次頁）

窓口申請 従前のとおり対応可能

電子申請 新たに電子申請が可能となります。

（補足）
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宅内申請の様式について

申請様式が変更になります

変更前様式
（B4サイズ）

変更後様式
（A4サイズ）

※変更後様式の用紙配布は行いません。2026/3/19 9



申請時の必要書類について

申請時には申請書と図面等に加えて委任状（p.13）を用意してください

図面等
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③【追加】指定番号

②【変更】改造工事額 （助成のみ）

①【変更】 工期 ⇒ 工事完了予定日

排水設備等確認申請書について

②
①

⑥【追加】区画整理事務所担当者署名 （p.16）

（記載事項の変更点）

⑤
④【変更】 材料 ⇒ 汚水・雨水ますの個数

③

⑤【追加】委任状の写し （p.13） 

⑥

2026/3/19 11
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・【不要】供用開始日の記載

・【不要】使用者・土地所有者の記載

・【不要】申請者の押印

排水設備等確認申請書について

（記載事項の変更点②）

2026/3/19

・【不要】地図番号の記載
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申請書には委任状の写しが必要になります。

重要：委任状の様式について

（注意点）

委任状には、申請者、使用者（決まっていれば）の
押印または自署が必須です。

１ 宅内申請時には原本または写しを提出してください。

（運用方法）

２ 宅内申請時に委任状の写しを提出した場合、

（忘れずに、持参してください。）

押印または自署

2026/3/19

立会検査の際に原本を確認します。
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窓口縦覧（黒い冊子）による供用開始日の確認は不要となりました。

重要：供用開始日の確認と公共ます確認について

供用開始日の確認は下水道営業課で行います。

供用開始前の区域であっても、公共ます工事の完了等の

確認が取れた場合（次頁説明）、申請を受け付けます。
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公桝なし

台帳確認 公桝あり 申請可能です

16条申請 開発行為等 私道排水 台帳未記載公費設置

これらの工事等が完了等している場合は、申請可能です

区画整理事業

要事務所確認

現地確認 公桝あり

現地確認後に、下水道台帳に公共ますがない場合

重要：供用開始日の確認と公共ます確認について

従前のとおり、施主様等に公共ますの
申請状況を確認してください。

台帳未記載は下水道維持課の現地確認が取れていることを確認してください。

区画整理事業区域の場合は、事務所担当者の署名をもらってください（次頁）。

（注意点）
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区画整理事業の区域の場合は、従来通り窓口申請となります。

重要：供用開始日の確認と公共ます確認について

※下水道台帳上に区画整理事業を示す網掛けがある場合、区画整理事務所で接続の可否

について確認を受け申請書に署名してもらってください。

申請者 住所

氏名

□ 新築 □ 汲取改造 □ 浄化槽改造 □ その他

新築等細区分 □ 接続済家屋立替 □ 未接続家屋立替 □ 増築 □ 空地

便槽・浄化槽処理方法

区

□ 一般家庭 □ 事業

㎥ □

㎥

□ 補助金 □ 貸付金

□ 合流式 □ 分流式

□ 案内図 □ 平面図 □ 委任状の写し □ 立面図※1

□ 雨水抑制構造図※2 □ ポンプカタログ等※2 □ 阻集器構造図※2 □ ディスポーザー関係書類※2

□ 道路指定等申請図※3 □ 管接合詳細図※4

□

□ □ 未供用区域

□ 賦課済み □ 未賦課

確認担当課

排水設備新設等確認申請書

受益者負担金

公桝情報

雨水ます（個数）

排除方法 世帯数 世帯

検査手数料

設置義務区分

日平均汚水量（事業）

　区画整理事業（路線名等）台帳未記載（確認日）を記載してください。

※3　位置指定道路に排水設備を設ける場合は添付すること

※4　支管接続を行う場合は添付すること。

※2　該当する設備を設置する場合のみ添付すること。

工事規模（参考）

連絡先（TEL）

※公桝情報には、16条(承認番号）開発（開発番号）私道（私道番号）公費整備（工事名）

上記について確認したので通知します。

令和　　年　　月　　日 千葉市長　　　神　谷　俊　一

千葉市記載欄

供用開始日（和暦）

添付書類

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※1　3階建て以上の物件は添付すること。

責任技術者名 登録番号 第　　　　　　　　号

汚水ます（個数）

指定工事店
名称（商号）

指定番号 第　　　　　　　　号

円

口 建築確認番号

工事完了予定年月 敷地面積

助成区分 改造工事額（助成有）

（事業の種類）

開発・要綱案件

申請区分

その他詳細

申請場所

年　　月　　日

（あて先）千葉市長

　　　千葉市下水道条例第５条の規定により確認願います。

事務所担当者の署名をもらってください。

2026/3/19 16



‣千葉市の凡例どおり記載することを基本とし、

それ以外で表示する場合は、必ず図面上で

わかるように記載してください。
千葉市凡例

図面の様式について

申請書に工事材料の詳細が不要になった都合上、

ますの種類や大きさは図面に必ず明記してください

図面は正確に記載してください

（重要）

記載方法は…

2026/3/19 17



・既存排水設備に接続する場合

・他人の排水設備に接続する場合

⇒地権者の了解を取ってから申請すること。

・宅内全浸透処理（以下、全浸透）を行う場合

・全浸透の場合に格子蓋を設置する場合

⇒申請者の了承等を得てから申請すること。

図面の様式について

その他の記載事項について ①

申請書の裏面に注意事項があります。

内容を必ず確認してから申請してください。

（注意点）

申請書裏面
2026/3/19 18



・道路側溝に接続する場合（既設穴・新設申請済み）

・特別な事情により、構造基準の数値どおりに施工ができない場合

⇒施工出来ない理由と流下に支障がない旨を記載してください。

（支障がある場合は不可）

・その他排水設備の設置や構造に関して特に記載する必要があると認められる場合

図面の様式について

以下の場合は、引き続き図面に記載してください。

その他の記載事項について ②
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添付書類の取り扱いについて

電子申請の添付書類には、「申請場所」の記載をお願いします。

電子ファイルを印刷したときに、他の申請と混ざってしまう恐れが

ありますので、添付書類には、申請場所等の記載を入れてください。

2026/3/19

設置場所図面

記載例 20



受付日の取り扱いについて

申請方法により当日受付の対応時間が異なります。

窓口申請 開庁時間内の申請分は当日受付

電子申請 １２時（昼）までの申請分は当日受付

※１２時以降の申請分は翌日受付になります。
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副本の受取について

副本の受取日については、以下のルールで運用します。（従前のとおり）

受付後の木曜日の翌週の金曜日

（最短８日～最大１４日）

電子申請で翌週までに副本を受け取りたい場合は、

木曜日の１２時までに申請する必要があります。

（注意点）

受付日

返却日

受取までのイメージ
（ルール）
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副本の受取について

申請方法により副本の受取方法が変わります。

窓口申請 従前のとおり、窓口副本受取

電子申請 電子ファイルの返送

※申請方法と異なる副本の受取はできません。
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変更届に関する変更点



確認を受けた内容を変更しようとするときは、市長の確認を受けなければ

なりません。 （千葉市下水道条例第５条第２項）

変更届に関する主な変更点

図面等を変更しようとするときの申請が、変更となります。

※様式が変更となります。（次頁）

窓口申請 従前のとおり、対応可能

電子申請 新たに電子申請が可能となります。

（補足）

なお、確認申請の提出方法（窓口・電子）に限らず、

変更申請の提出方法（窓口・電子）を決めることができます。
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申請様式が変更になります。

変更届に関する変更点

2026/3/19
変更前様式 変更後様式
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変更届が必要なルールについては従前のとおりです。

変更届の提出に関する変更点

図面修正で問題なし

図面の変更等
が生じた場合

上記以外の軽微な修正

・経路の変更

・管路の変更

・接続先公共ますの変更

・建物用途の変更

・その他設備に影響のある変更

2026/3/19

・申請取り下げ

・申請者情報変更 変更届の提出が必要になります
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変更申請の結果の受取について

申請方法により変更完了の連絡方法が変わります。

窓口申請 従前のとおり電話でお知らせ

電子申請 システムメールでお知らせ

※連絡方法を選ぶことはできません。
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完了届（検査申込）に関する変更点



工事を完了したときは、工事の完了した日から３日以内にその旨

届け出なければなりません。 （千葉市下水道条例第７条第１項）

完了届（検査申込）に関する主な変更点

工事を完了した後の届出が、変更となります。

※様式が変更となります。（次頁）

窓口申請 従前のとおり、対応可能

電子申請 新たに電子申請が可能となります。

（補足）

なお、確認申請の提出方法（窓口・電子）に限らず、

完了届の提出方法（窓口・電子）を決めることができます。
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変更前様式

完了届（検査申込）に関する変更点

2026/3/19

５枚複写用紙から２種類の届出書に変更になります。

変更後様式
31



申請方法は以下のとおりとなります。

窓口申請

電子申請

完了届＆検査申込に関する変更点

2026/3/19

排水設備等工事完了届 公共下水道使用開始届（３部）

完了届入力フォーム（後述） 使用開始届電子ファイル（.xlsx）

(あて先)千葉市長

　使用者

- -

＠

区

年 月 日

※

人

（ ）

備 考

上記のとおり公共下水道の使用の開始・休止・廃止・再開をしたので届け出ます。

年　　月　　日

住 所

フ リ ガ ナ

氏 名

連

絡

先

電 話 番 号

電子メール
ア ド レ ス

改 造 の 細 区 分 便所雑排水ともに改造 雑排水のみ改造 便 所 のみ 改造

公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届

設 置 ・ 使 用 場 所

区 分 新 築 等 改　造 そ の 他 （ ） 転　入 転　出

新 築 等 の 細 区 分 新　築 接続済家屋建替 未接続家屋建替 増　築

使用開始・休止・廃止・
再 開 の 年 月 日

使 用 水

水 道 水 井 戸 水

店舗・店舗併用住宅 名　称

水道水・井戸水併用 工 業 用 水

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

一般家庭の井戸水（併用を含む。以下同じ。）を使用する場合は世帯人数で

料金が計算されるため、下記の世帯人員の欄にご記入ください。

一 般 住 宅 世帯人員（使用水が井戸水の場合）

共 同 住 宅 名　称

世 帯

店舗・世帯ごとのメータ（ □ 有 ・ □ 無 ）

入 居 世 帯 数 世 帯

世帯ごとのメータ （ □ 有 ・ □ 無 ）

水 道 水 使 用 の 場 合

使用 者番 号（ 水栓 番 号 ）

業 種 店舗・入居世帯数

使 用 形 態
（ 共同 住宅 で、 使用 水
が 井 戸 水 の 場 合 は
各 世 帯 毎 の 人 員 も 記
入 願 い ま す 。 ）

工　場 名　称

その他
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完了届に添付する竣工図について

申請方法によってルールが異なります。

窓口申請
① 修正が無い ⇒ 計画図に竣工図スタンプ押印

電子申請 全て、竣工図と記載を入れた図面を提出

② 竣工図と記載を入れた図面を提出

または

2026/3/19

竣工図

図面
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他の手続きとは異なり、検査日の連絡はすべて電子メールで行います。

窓口申請

電子申請

※なお、キャンセルの連絡については、従来通り電話で連絡をください。

検査日の連絡方法について

電子メール
申請方法に問わず

2026/3/19 34



検査日の連絡方法について

メールアドレスをお持ちでない方へ

⇒やむを得ず、検査日の連絡を従前のとおり電話でほしい場合には、

検査申し込みのときに、その旨お知らせください。

今後も、千葉市からの通知等はメールで行いますので、

メールでの連絡体制の確立に努めてください。

（重要）
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検査後の対応について

2026/3/19

検査に指摘が発生した場合は以下のとおり対応してください。
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電子申請のやり方について



誤入力防止のため、事前に下水道営業課に報告したメールアドレスから申請してください。

⇒現在、下水道営業課からの連絡しているアドレスは使用可能とします。

追加のアドレスがある場合は、ご連絡ください。（登録できるのは１社につき５つまで）

電子申請のやり方について

利用登録に用いるメールアドレスを報告してください。

アドレスに変更がある場合は随時受け付けますので下水道営業課までご連絡ください。

2026/3/19 38



電子申請のやり方について

報告方法

haisuisetsubi@city.chiba.lg.jp
報告メール作成例

●排水設備班 メールアドレス

●排水設備班アドレスに使用するメール

アドレスの報告をおこなってください。

●件名

【使用メール報告】会社名（指定番号）

使用するメールアドレスを報告してください

2026/3/19 39
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電子申請のやり方について
ホームページからのアクセス方法

千葉市のホームページにアクセスし、

「くらし・手続き」の「上下水道」にアクセスする。

「下水道」にアクセスする。

「排水設備工事業者の皆様へ」にアクセスする。

「排水設備新設等確認申請」にアクセスする。

2026/3/19 40



電子申請のやり方について
ホームページからのアクセス方法

「令和８年４月１日からオンライン申請がスタートし

ました。（申請はこちら）」をクリックしてください。

もしくは

「オンライン申請について」まで画面を下にスク

ロールしてください。↓下にスクロール

各種行いたい申請のフォームを開きます（外部ページ）
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宅内申請（電子）のやり方について

ちば電子申請サービスの使用方法

・初回は利用登録を行ってください。

※サービス開始前の都合上、デモ画面になります。

赤枠の欄に登録済みのアドレスとパスワード入力し

「ログイン」を押してください。

・利用登録がお済の方は…

申請状態や申請修正などをスムーズに行うために、

利用登録を必須としています。

報告したアドレスでログインしてください。

p.38-p.39

2026/3/19 42



・「利用規約」を理解したうえで、「同意する」を

選択してください。

※サービス開始前の都合上、デモ画面になります。

ちば電子申請サービスの使用方法

宅内申請（電子）のやり方について

2026/3/19 43



排水設備新設等確認申請書（入力画面）

※が入力必須の項目になります。

申請者 住所

申請区分

申請場所

設置義務区分

工事完了予定年月日

排除方法

検査手数料

指定工事業者 名称 （商号）

指定番号

連絡先（TEL）

責任技術者名

平面図

委任状の写し

案内図

登録番号

申請者 氏名

▲は回答結果に応じて入力条件が変わります。

入力必須項目の一覧

※サービス開始前の都合上、デモ画面になります。

宅内申請（電子）のやり方について
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申込完了

登録内容に問題がなければ、「申込む」を
押してください。

※サービス開始前の都合上、デモ画面になります。

左の画面が表示されましたら、申込みが完了に
なります。

申込時のアドレスに、「整理番号」が送信されます。

宅内申請（電子）のやり方について
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宅内申請 完了後のフローチャート

「ちば電子申請サービス」にて、申請を受けます。①

③ 指摘事項が無ければ、仮受付となります。

⑤
審査の終了後に当該申請を受理し、

当システム内で確認通知を送付します。

④

審査に入ります。

審査終了予定日は、仮受付後の木曜日の翌週の金曜日で
す。（木曜日１２時（昼）までに申請したものが対象です。）

電子申請

修正事項の
有無

有
無

①

②

仮受付③

受理④

文書返送⑤

② 内容を確認し、指摘がある場合はシステム内で返却します

⇒メールが届きます。

⇒メールが届きます。
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申請の進捗状況の確認方法

・ ちば電子申請サービスに登録している場合

「ログイン」 → 「申請状況確認」

「ちば電子申請サービス」のトップページからアクセスできます

2026/3/19 47



申請の進捗状況の確認方法

※サービス開始前の都合上、デモ画面になります。

申請状況に応じて、「処理状況」のステータスが変わります

2026/3/19 48



宅内申請（電子）の処理状況 （申請ステータス）について

電子申請

修正事項の
有無

有
無

①

②

仮受付③

受理④

処理状況が…

① 未確認処理待ち

要修正返却中 ②

文書返送⑤

処理完了 ⑤ 文書送付済み

④ 確認完了処理中（返信未）

③ 審査中処理中（仮受付）

工事が始められます

1～2営業日

約10営業日

排水設備新設等確認申請書
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電子申請時の修正方法について

修正時は、必ず「修正する」ボタンから修正してください。

修正時の注意点

対象申請が複製されてしまいます。

「再申込する」は押さないでください。

注意

※サービス開始前の都合上、デモ画面になります。2026/3/19 50



変更届（電子）のやり方について

排水設備新設等変更申請書 （入力画面）

▲は回答結果に応じて入力条件が変わります。

申請者 住所

設置場所

受付番号 変更区分

指定工事業者 名称 （商号）

指定番号

連絡先（TEL）

申請者 氏名

入力必須項目の一覧

※が入力必須の項目になります。

設計図変更

申請取り下げ

申請者情報変更

平面図

承認済みの副本

変更箇所の朱書きした副本

※サービス開始前の都合上、デモ画面になります。2026/3/19

受付番号
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① 未確認処理待ち

変更届（電子） 申請後の処理状況 （申請ステータス）について

※サービス開始前の都合上、デモ画面になります。

処理状況が…
電子申請

修正事項の
有無 有

無

①

②

受理④

検査の申し込みができます。

1～2営業日

2～3営業日

仮受付③

要修正返却中 ②

完了 ④ 審査完了

③ 審査中処理中（仮受付）

排水設備新設等変更申請書
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※電子の場合は竣工図の提出が必須になります。

完了届＆検査申込（電子）のやり方について

※サービス開始前の都合上、デモ画面になります。

図面修正がある場合、変更部分を記載してください。

排水設備等工事完了届（入力画面）

▲は回答結果に応じて入力条件が変わります。

申請者 住所

設置場所

受付番号 図面の変更の有無

指定工事業者 名称 （商号）

指定番号

工事完了日

申請者 氏名

入力必須項目の一覧

※が入力必須の項目になります。

竣工図

p.33

公共下水道使用開始届
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① 未確認処理待ち

完了届＆検査申込（電子） 申請後の処理状況 （申請ステータス）について

※サービス開始前の都合上、デモ画面になります。

処理状況が…
電子申請

修正事項の
有無 有

無

①

②

受理④

後日、検査日をメールでお知らせします。

1～2営業日

3～4営業日

仮受付③

要修正返却中 ②

完了 ④ 審査完了

③ 審査中処理中（仮受付）

排水設備等工事完了届
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